
- 1 - 

令和５年度 阿賀野市（一般廃棄物）不法投棄の状況について 

 

市職員や環境保全巡視員によるパトロール、市民からの通報等により、市内

の道路、水路敷等で 26 件のごみの不法投棄を確認し、約 1.5ｔの投棄物（テレ

ビ、冷蔵庫、タイヤ、家具、家庭ごみ等）が、土地や施設の管理者によって撤

去されました。 

 

１ 令和５年度 不法投棄の傾向等 

（１）不法投棄発見場所（処理件数 26 件） 

 

ごみステーションに収集しないごみが出されている物が最も多く 39％を

占めています。国県市道周辺、林道が 28％、河川・水路敷が 11％を占めて

います。その他の投棄場所は、山林・農地などとなっています。市全域（山

間部・平野部）いたるところで不法投棄が発見されました。 
 

（２）主な投棄物の種類（撤去分） 

投棄物 数 量 投棄物 数 量 投棄物 数 量 

テレビ 5 台 タイヤ 56 本 家庭ごみ 360 ㎏ 

洗濯機 1 台 ソファー 4 台 空缶・瓶 30 ㎏ 

冷蔵庫 3 台 自転車 3 台 廃プラ類 20 ㎏ 

エアコン 1 台 プランター 40 個 建築廃材 300 ㎏ 

＊ 家電リサイクル法対象品のテレビや、適正処理困難物であるタイヤ等 

市が収集しないごみ（排出禁止物）の投棄だけでなく、空缶や家庭ごみの

ポイ捨てが目立ちます。 
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発見場所で投棄物に貼付します！ 

＜自治会で回収したごみ＞ ＜河川脇の藪に捨てられた自転車等＞ 

資料１ 



- 2 - 

２ 令和５年度 不法投棄対策事業 

 

不法投棄“ゼロ”を目指すには、不法投棄の未然・拡大防止と早期発見・対

応が大切であり、市では主に次の防止対策を行いました。 

 

【主な対策】 

□ 巡回パトロール（職員 2 名、巡視員 6 名） 

□ 不法投棄禁止のぼり旗の設置（天朝山公園） 

□ ごみ捨て禁止看板等の設置 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜看板設置の例＞ 

＜パトロールの例＞ 

安田地区 河川敷 

＜のぼり旗設置の例＞ 

巡回車両 

笹神地区 駐車場 

＜警察との連携＞ 

県の不法投棄防止週間に合わせて設置 
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不法投棄事例 

【山間部】林道に不法投棄されたタイヤを農林課と回収（笹神地区） 

 

【平野部】市道にポイ捨てされたごみを建設課と回収（安田地区） 

 

【山間部】山中の沢に捨てられたプラ製犬小屋（笹神地区） 

 


